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●契約の交渉で注意すること
契約とは、当事者の自由な意思によって取り決めら

れる合意のこと。当事者の申込・承諾によって契約は
成立する。日本では、ほとんどの契約は口約束でも成
立するため、文化芸術の分野では、コンサートの出演
や著作権のライセンスといった契約に関して、契約書
を交わさず、口約束で行うことが多い。しかしなが
ら、書面がないと「言った、言わない」の争いになり
やすいため、できるだけ契約書を締結することを勧め
る。さらに契約書によって当事者の権利・義務が明確
になるため、仕事を円滑に進めることができるという
メリットがある。契約交渉の目的は、相手を負かすこ
とではなく、互いに歩み寄り、ウィン・ウィンな着地
点を見つけることにある。交渉力で勝っているからと
いって、一方的に有利な契約を締結すると、優越的地
位の濫用や公序良俗に反すると裁判所が判断する可能
性があるだけでなく、相手から二度と仕事のオファー
が来なくなるおそれがあるため、十分に注意する必要
がある。

●電子メールとディール・メモの活用方法
契約書と聞くとそれだけで警戒して、二の足を踏ん

でしまいがちなため、ディール・メモを活用すること
をお勧めする。ディール・メモとは、契約内容の基本
情報を紙1枚程度（Word等の電子ファイルも含む）
にまとめたものである。出演契約であれば、①出演
者、②報酬（出演料）、③日時・場所（会場）、④公演
時間、⑤あご（食事代）・あし（交通費）・まくら（宿
泊費）といった情報を記載する。

さらに、電子メールでディール・メモを先方に送
り、相手の同意を得ることができれば、それが契約の
証拠になる。ディール・メモは誰でも簡単に作ること
ができ、契約書の原案の土台にもなるため、大変利便
性が高い。契約のトラブル回避のためにもぜひ活用し
てほしい。

●文化芸術で起きうるトラブルを防ぐ
講座の中盤では、当日安藤氏から配られた「コン

サート出演契約書」の雛形を活用して、アーティスト

1963年、東京都葛飾区出身。フランクリンピアース・ローセンター、ワシントン大
学ロースクール修了、早稲田大学大学院博士課程修了。高校教諭、複数の音楽出版
社、北海道大学大学院特任教授を経て、音楽ビジネスのコンサルティングを行う株式
会社セプティマ・レイ代表。専門は知的財産法、音楽ビジネス論。『よくわかる音楽
著作権ビジネス』など著書多数。

［講  師］　安藤 和宏（東洋大学法学部法律学科教授）

公演制作にあたって知っておきたい、
契約と著作権の基礎知識
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［日　　時］　平成 29 年7月12日（水）18：30 〜20：30
［会　　場］　沖縄産業支援センター
［参加人数］　22 名（受講生 20 名、関係者 2 名）

コンサートや舞台といった公演を実施する際には、主催者と出演者の契約が必要となる。当時者間で公演に関
する日程や内容、費用を明確にし、公演を収録した映像の利用などを事前に決めておくことによって、トラブル
を回避することができる。本講座では公演の実施にあたり、関係者が最低限、理解しておきたい契約書と著作権
の基礎知識を解説する。

▶ 概 要


